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「技能実習制度運用要領」の一部改正について 

 

 

 

 

 

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律（平成28 

年法律第89 号）に基づく技能実習制度の運用に必要な事項を定めた「技能実 

習制度運用要領」について、別添のとおり必要な改正を行いましたので、公表 

いたします。 



【通し番号】０１ 

【改正箇所】第４章 第１節 第２ 技能実習計画の記載事項（技能実習法第８条第２項） 

改正 現行 

○ また、法第８条第２項第６号の主務省令で

指定する試験（技能実習評価試験）につい

ては、規則第６条に基づき、規則別表第１

に、職種、作業、試験及び試験実施者が定

められています。 

 

〇 なお、規則第７条第１０号に基づき、取次

送出機関の氏名又は名称を記載する際は、

併せて、送出機関番号又は整理番号を申

請書に記載しなければなりません。 

   これらの番号に関するポイントについては、

第５章第２節第６を参照してください。 

○ また、法第８条第２項第６号の主務省令で

指定する試験（技能実習評価試験）につい

ては、規則第６条に基づき、規則別表第１

に、職種、作業、試験及び試験実施者が定

められています。 

 

（新設） 

 

 



【通し番号】０２ 

【改正箇所】第４章 第１節 第３ 技能実習計画の添付書類（技能実習法第８条第３項） 

改正 現行 

○ 申請書の添付書類については、申請書の

正本１通に添付することが必要であり、副本

１通には添付する必要はありません。 

 

〇 なお、各種書面を提出するに当たり、取次

送出機関の氏名又は名称を記載する際は、

併せて、送出機関番号又は整理番号を申

請書（参考様式第 1-10 号及び第 1-21 号

を参照）に記載しなければなりません。 

   これらの番号に関するポイントについては、

第５章第２節第６を参照してください。 

○ なお、申請書の添付書類については、申請

書の正本１通に添付することが必要であり、

副本１通には添付する必要はありません。 

 

（新設） 

 



【通し番号】０３ 

【改正箇所】第４章 第４節 技能実習計画の変更（技能実習法第１１条） 

改正 現行 

表 技能実習計画の変更認定と届出の区分 

 

項目欄 

８ 監理団体等 

番号欄 

８ 

計画記載事項欄 

取次送出機関の氏名又は名称（送出機関番

号又は整理番号を記載すること。） 

特記事項欄 

【送出機関番号又は整理番号について】 

・機構において、外国政府認定送出機関には９

桁（英字３桁・数字６桁）の「送出機関番号」

を、二国間取決めがされていない国又は地域

の送出機関には４桁の「整理番号」を付してい

る。 

・送出機関番号については、機構ＨＰの外国政

府認定送出機関一覧ページに掲載されている

国ごとの認定送出機関リストにて公表している。 

・整理番号については、上記機構ＨＰで公表し

ておらず、監理団体許可後又は外国の送出機

関の変更に係る変更届出書の提出後、機構か

ら各監理団体に対し、個別に通知している。 

・申請書には、送出機関番号又は整理番号の

いずれか１つの番号を必ず記載すること。 

表 技能実習計画の変更認定と届出の区分 

 

項目欄 

８ 監理団体等 

番号欄 

８ 

計画記載事項欄 

取次送出機関の氏名又は名称 

 

特記事項欄 

（新設） 

 



【通し番号】０４

【改正箇所】第５章 第２節 第６ 外国の送出機関に関するもの

改正 現行

○ この点、送出国政府との間に二国間取決

めがされている場合には、送出国政府が外

国の送出機関の適格性を個別に審査するこ

ととなりますので、送出国政府から認定を受

けている外国の送出機関（外国政府認定送

出機関）であれば、規則第２５条において定

められている要件に適合しているものとみな

します。ただし、送り出した技能実習生の失

踪率が著しく高い送り出し機関は、規則第２５

条において定められている要件に適合しない

と判断される場合があります。

○ なお、各種申請に当たり、外国の送出機関

に係る氏名又は名称を記載する際は、併せ

て、送出機関番号又は整理番号を申請書

（省令様式第１１号、第１６号及び第１７号を

参照）に記載しなければならないところ、これ

らの番号に関するポイントは、以下のとおりで

す。

① 機構にて、外国政府認定送出機関には９

桁（英字３桁・数字６桁）の「送出機関番

号」を、二国間取決めがされていない国又

は地域の送出機関には４桁の「整理番号」

を付しています。

② 送出機関番号については、機構ＨＰの外

国 政 府 認 定 送 出 機 関 一 覧 ペ ー ジ

（ https://www.otit.go.jp/soushutsu_kika

n_list/）に掲載されている国ごとの認定送

出機関リストにて公表しています。

③ 整理番号については、上記機構ＨＰで公

表しておらず、監理団体許可後又は外国

の送出機関の変更に係る変更届出書の

提出後、機構から各監理団体に対し、個

別にお知らせします。

○ この点、送出国政府との間に二国間取決

めがされている場合には、送出国政府が外

国の送出機関の適格性を個別に審査するこ

ととなりますので、送出国政府から認定を受

けている外国の送出機関（外国政府認定送

出機関）であれば、規則第２５条において定

められている要件に適合しているものとみな

します。ただし、送り出した技能実習生の失

踪率が著しく高い送り出し機関は、規則第２５

条において定められている要件に適合しない

と判断される場合があります。

（新設）



④ 申請書には、送出機関番号又は整理番

号のうち、いずれか１つの番号を必ず記載

してください。

※ 新たに監理事業を行おうとして監理団

体の許可を申請する場合（法第２３条

第２項）には、申請書に整理番号を記

載する必要はありません。

（削除） ○ 外国政府認定送出機関については、機構

のＨＰ等で公表しております。



【通し番号】０５ 

【改正箇所】別記様式第１号 

改正 現行 

別記様式第１号（第４条第１項関係） 

 

９団体監理型技能実習 

⑩取次送出機関の氏名又は名称（送出機関

番号又は整理番号を記載すること。） 

 

 

（注意） 

１～14（略） 

15 ９欄の⑩括弧書きについて、外国人技能

実習機構のホームページにおいて公表され

ている外国の送出機関に係る番号を記載す

ること。当該番号が公表されていない場合に

は、外国人技能実習機構から提示された整

理番号を記載すること。 

16 10 欄の②について、雇用契約期間が複数

あり、その記載事項の全てを欄内に記載する

ことができないときは、同欄に「別紙のとお

り。」と記載し、別紙を添付すること。 

17 11 欄には、認定の申請に係る担当者の氏

名、職名及び連絡先を記載すること。また、

過去１年以内に技能実習実施困難時届出

書を提出した技能実習生の有無（※印）につ

いて、該当する欄にチェックマークを付すこ

と。その他伝達事項があれば併せて記載す

ること。 

別記様式第１号（第４条第１項関係） 

 

９団体監理型技能実習 

⑩取次送出機関の氏名又は名称 

 

 

 

 

（注意） 

１～14（略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

15 10 欄の②について、雇用契約期間が複数

あり、その記載事項の全てを欄内に記載する

ことができないときは、同欄に「別紙のとお

り。」と記載し、別紙を添付すること。 

16 11 欄には、認定の申請に係る担当者の氏

名、職名及び連絡先を記載すること。また、

過去１年以内に技能実習実施困難時届出

書を提出した技能実習生の有無（※印）につ

いて、該当する欄にチェックマークを付すこ

と。その他伝達事項があれば併せて記載す

ること。 

 

送出機関番号 整理番号



【通し番号】０６ 

【改正箇所】別記様式第３号 

改正 現行 

別記様式第３号（第 17 条関係） 

（注意） 

１～３（略） 

４ ５欄は、軽微な変更の内容が分かるよう必

要に応じ認定計画の該当箇所を別紙として

添付するなど、具体的に記載すること。な

お、同欄で記載する内容が取次送出機関の

氏名又は名称の変更である場合は、当該氏

名又は名称の記載に加え、外国人技能実習

機構のホームページにおいて公表されてい

る外国の送出機関に係る番号を記載するこ

と。当該番号が公表されていない場合には、

外国人技能実習機構から提示された整理

番号を記載すること。 

省令様式第３号（第 17 条関係） 

（注意） 

１～３（略） 

４ ５欄は、軽微な変更の内容が分かるよう必

要に応じ認定計画の該当箇所を別紙として

添付するなど、具体的に記載すること。 

 



【通し番号】０７ 

【改正箇所】別記様式第４号 

改正 現行 

別記様式第１号（第４条第１項関係） 

 

５団体監理型技能実習 

⑩取次送出機関の氏名又は名称（送出機関

番号又は整理番号を記載すること。） 

 
 

（注意） 

１～３（略） 

４ ５欄の⑩括弧書きについて、外国人技能実

習機構のホームページにおいて公表されて

いる外国の送出機関に係る番号を記載する

こと。当該番号が公表されていない場合に

は、外国人技能実習機構から提示された整

理番号を記載すること。 

５ ６欄は、変更の内容が分かるよう必要に応じ

認定計画の該当箇所を別紙として添付するな

ど、具体的に記載すること。 

６ ７欄には、変更の認定の申請に係る担当者

の氏名、職名及び連絡先のほか、変更の認

定の申請が必要となった理由を併せて記載

すること。その他伝達事項があれば併せて記

載すること。 

別記様式第１号（第４条第１項関係） 

 

５団体監理型技能実習 

⑩取次送出機関の氏名又は名称 

 

 

 

 

（注意） 

１～３（略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

４ ６欄は、変更の内容が分かるよう必要に応じ

認定計画の該当箇所を別紙として添付するな

ど、具体的に記載すること。 

５ ７欄には、変更の認定の申請に係る担当者

の氏名、職名及び連絡先のほか、変更の認

定の申請が必要となった理由を併せて記載

すること。その他伝達事項があれば併せて記

載すること。 

 

送出機関番号 整理番号



【通し番号】０８ 

【改正箇所】別記様式第 11 号 

改正 現行 

別記様式第 11 号（第 24 条及び第 41 条第１

項関係） 

 

４外国の送出機関 

①氏名又は名称 

（送出機関番号又は整理番号を記載するこ

と。） 

 

 

 

（注意） 

１～２（略） 

３ 許可の有効期間の更新を申請するときは、

表題中「監理団体許可申請書」の文字及び第

１面上方の１の全文を抹消すること。また、２欄

の「※事業所枝番号」の「※」の文字を抹消し、

該当する事業所の事業所枝番号を記入し、監

理団体許可証に事業所枝番号がない場合は

「001」を記入すること。なお、事業所枝番号が

複数あるときは、同欄に「別紙のとおり」と記載

し、別紙を添付すること。 

４～１０（略） 

11 ４欄は、申請者が団体監理型技能実習の

申込みの取次ぎを受けることを予定している外

国の送出機関を全て記載すること。複数あると

きは、同欄に「別紙のとおり」と記載し、別紙を

添付すること。同欄の①について、外国人技能

実習機構のホームページにおいて公表されて

いる外国の送出機関に係る番号を記載するこ

と。当該番号が公表されていない場合には、外

国人技能実習機構から提示された整理番号を

記載すること。 

別記様式第 11 号（第 24 条及び第 41 条第１

項関係） 

 

４外国の送出機関 

①氏名又は名称 

 

 

 

 

 

（注意） 

１～２（略） 

３ 許可の有効期間の更新を申請するときは、

表題中「監理団体許可申請書」の文字及び第

１面上方の１の全文を抹消すること。また、２欄

の「※事業所枝番号」の「※」の文字を抹消し、

該当する事業所の事業所枝番号を記入するこ

と。 

 

 

 

４～１０（略） 

11 ４欄は、申請者が団体監理型技能実習の

申込みの取次ぎを受けることを予定している外

国の送出機関を全て記載すること。複数あると

きは、同欄に「別紙のとおり」と記載し、別紙を

添付すること。 

 



【通し番号】０９ 

【改正箇所】別記様式第 16 号 

改正 現行 

別記様式第 16 号（第 43 条第１項関係） 

 

３監理事業を行う事業所 

⑤事業所枝番号 

 

４外国の送出機関 

①氏名又は名称 

（送出機関番号又は整理番号を記載するこ

と。） 

 

 

 

 

（注意） 

１～７（略） 

８ ３欄は、申請者が監理事業を行おうとする

事業所を全て記載すること。同欄の⑤は、監理

団体許可証の事業所枝番号を記載し、監理団

体 許可 証に 事業 所枝番号 がな い場 合は

「001」を記載すること。なお、事業所枝番号が

複数あるときは、同欄に「別紙のとおり」と記載

し、別紙を添付すること。 

９ ４欄は、申請者が団体監理型技能実習の

申込みの取次ぎを受けることを予定している外

国の送出機関を全て記載すること。複数あると

きは、同欄に「別紙のとおり」と記載し、別紙を

添付すること。同欄の①括弧書きについて、外

国人技能実習機構のホームページにおいて公

表されている外国の送出機関に係る番号を記

載すること。当該番号が公表されていない場合

には、外国人技能実習機構から提示された整

理番号を記載すること。 

10～12（略） 

別記様式第 16 号（第 43 条第１項関係） 

 

３監理事業を行う事業所 

※事業所枝番号 

 

４外国の送出機関 

①氏名又は名称 

 

 

 

 

 

 

（注意） 

１～７（略） 

８ ３欄は、申請者が監理事業を行おうとする

事業所を全て記載すること。複数あるときは、

同欄に「別紙のとおり」と記載し、別紙を添付す

ること。 

 

 

 

９ ４欄は、申請者が団体監理型技能実習の

申込みの取次ぎを受けることを予定している外

国の送出機関を全て記載すること。複数あると

きは、同欄に「別紙のとおり」と記載し、別紙を

添付すること。 

 

 

 

 

 

10～12（略） 

 



【通し番号】１０ 

【改正箇所】別記様式第 17 号 

改正 現行 

別記様式第 17 号（第 47 条第１項及び第２項

関係） 

 

５変更の内容 

②監理事業を行う事業所の新設 

ⅴ事業所枝番号 

 

（注意） 

１～４（略） 

５ ５欄の①は、変更の内容が分かるよう具体

的に記載すること。なお、同欄で記載する内容

が外国の送出機関の氏名又は名称の変更で

ある場合は、当該氏名又は名称の記載のみな

らず、外国人技能実習機構のホームページに

おいて公表されている外国の送出機関に係る

番号を記載すること。当該番号が公表されてい

ない場合には、外国人技能実習機構から提示

された整理番号を記載すること。 

６～９（略） 

別記様式第 17 号（第 47 条第１項及び第２項

関係） 

 

５変更の内容 

②監理事業を行う事業所の新設 

※事業所枝番号 

 

（注意） 

１～４（略） 

５ ５欄の①は、変更の内容が分かるよう具体

的に記載すること。 

 

 

 

 

 

 

 

６～９（略） 

 



【通し番号】１１ 

【改正箇所】参考様式第１-10 号 

改正 現行 

参考様式第１-10 号（規則第８条第８号関係） 

 

 

参考様式第１-10 号（規則第８条第８号関係） 

 

取次送出機関の氏名又は名称 

作成責任者 役職・氏名 

 

 



【通し番号】１２ 

【改正箇所】参考様式第１-21 号 

改正 現行 

参考様式第１-21 号（規則第８条第 19 号関

係） 

 

１ 送出の概要 

②取次送出機関の氏名又は名称 

（送出機関番号又は整理番号を記載するこ

と。） 

 
 

 

参考様式第１-21 号（規則第８条第 19 号関

係） 

 

１ 送出の概要 

②取次送出機関の氏名又は名称 

 

 

 

 

 

取次送出機関の氏名又は名称 

作成責任者 役職・氏名 

 

送出機関番号 整理番号
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